
令和５年 七ヶ浜町教育委員会第２回定例会 
会   議   録 

 
● 開会日時  令和５年２月２４日（金） 
        午後１時１５分 開会 
● 会  場  七ヶ浜町立 汐見小学校 
● 出席委員  教   育   長    須 藤  清  

教育長職務代理者    我 妻 典 夫 
委      員    鈴 木  博 
委      員    齋 藤 絵梨香 
委      員    渡 邉 裕 子 

● 欠席委員  な し  
● 事務局職員 教 育 総 務 課 長    佐 藤 浩 明 

生 涯 学 習 課 長    渡 邊 真 孝 
   総務係上席係長       佐 藤 嘉 則 （書記） 

● 定例会次第 
１．出席委員の確認 

２．開会宣言 

３．前回会議録の承認 

４．会議録署名委員の指名 

５．教育長報告    

６．議事  議案第２号  
七ヶ浜町児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令について  

議案第３号 令和４年度七ヶ浜町教育費３月補正予算（案）について  
議案第４号 令和５年度七ヶ浜町教育費予算（案）について  
議案第５号 通学区域外就学許可について   
議案第６号 通学区域外就学許可について  
議案第７号 区域外就学許可の取下げについて 

７．その他 

（１）学校経営及び「七ヶ浜・グローカル PROJECT」について 

（２）町内小中学校教職員の「長時間の時間外勤務報告書」について    

（３）教育委員会所管工事の進捗状況について  

（４）次回の教育委員会議等の日程について 

○令和５年３月１７日（金）七ヶ浜町役場 第 1会議室 

             午前  ９時３０分〜  定例教育委員会 

        〇令和５年３月２４日（金）七ヶ浜町役場水道庁舎 会議室 

午後  ３時３０分～  教職員の異動に伴う感謝の会 

〇令和５年 ４月 ４日（火）七ヶ浜町役場水道庁舎 会議室 

午前１０時００分～  教職員宣誓式 

（５）その他 

       ① 町内小中学校の卒業式及び入学式について 

       ② 令和５年度 教育委員会議日程案について 

       ③ 卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について 

④ 学校給食における「黙食の取りやめ」について 

     ⑤ その他 

  ８．閉 会 宣 言 

 

 



教育長が、委員の出欠を確認し、開会を宣言、前回の会議録を事務局に朗読させ、これを委

員に諮り承認され、次に会議録署名委員に 渡邉裕子 委員を指名する。 
  
教育長 
６番 教育長報告に入ります。 

教育長、生涯学習課、給食センター、教育総務課の順に報告いたします。 
（教育長及び各課長から次第資料により報告） 

教育長 
ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

 
我妻典夫教育長職務代理者 
 ２０日（月）区長会議で小学校・地区民合同大運動会の説明について区長さんの反応と 
２４日（金）七中１年生図書センター訪問の目的についてお聞かせください。 

 
教育長総務課長 
 開催について理解をいただき、反対意見はありませんでした。 
 
生涯学習課長 
 グループ学習の一環で４・５名来庁することになっています。 
 
教育長 
 他にありませんか。 
 
全委員 
 質疑なし 
 
教育長 
次に６番 議事に入ります。 
 議案第２号 七ヶ浜町児童生徒就学援助費支給要綱の一部を改正する訓令について 
  （教育総務課長から資料４ページから７ページより民生児童委員の意見書廃止を説明） 
 

教育長 
ただいまの説明について、質疑ありませんか。 
 

鈴木博委員 
 民生委員と民生児童委員は、別々の委員なのか。 
 
教育総務課長 
 同じ委員です。 
 
教育長 
 他にありませんか。 
 
 



全委員 
 質疑なし 

 
教育長 
承認ということでよろしいでしょうか。 
 

全委員 
 異議なし 
 
教育長 
 次に 議案第３号 令和４年度七ヶ浜町教育費３月補正予算（案）について 
  （各課長から資料８ページから１５ページより補正予算内容を説明） 

 
教育長 
ただいまの説明について、質疑ありませんか。 
 

我妻典夫教育長職務代理者 
 電気代が高騰していますので、各学校に節電対応をお願いしたい。 
 
教育総務課長 
 分かりました。 
 
教育長 
 他にありませんか。 
 
全委員 
 質疑なし 

 
教育長 
承認ということでよろしいでしょうか。 
 

全委員 
 異議なし 
 
教育長 
 次に 議案第４号 令和５年度七ヶ浜町教育費予算（案）について 
  （各課長から資料１６ページから２０ページより予算内容を説明） 

 
教育長 
ただいまの説明について、質疑ありませんか。 
 

全委員 
 質疑なし 

 



教育長 
承認ということでよろしいでしょうか。 
 

全委員 
 異議なし 
 
教育長 
 次に 議案第５号・議案第６号 通学区域外就学許可について及び議案７号 

区域外就学許可の取下げについて 
 個人情報案件のため秘密会とするが、よろしいでしょうか。 
  

全委員 
 異議なし 
 
（秘密会として開催） 
 
教育長 
 次に、７番その他 
（１）学校経営及び「七ヶ浜・グローカルPROJECT」について。 

（教育長から別添資料により現状説明及び 
課題研修「不登校についての七ヶ浜町教育員会の認識」の内容説明） 
 

教育長 
この件について、委員さん方のご意見をいただきたい。 
 

我妻典夫教育長職務代理者 
不登校とは自己肯定感を傷つけて行動できない、複雑かつ困難なこの様態であると認識によ

って不登校を問題行動と見ない。この考え方については私も同感です。 

自己肯定感とは、他者と比較することなく、自分自身が今の自分を認め尊重することで生ま

れる感覚で、物事を前に進めるための原動力である。 

自己肯定感が高い人の特徴として、主体性がある・自分に自信があり、行動や思考

が前向きである・失敗を恐れない。一方自己肯定感が低い人の特徴は、他者と比較する

癖がある・過去にトラウマがある・他者に依存してしまう。 

自己肯定感が高いと、自分の能力や働き方に自信を持ち、結果として仕事で活躍しやすく

なります。一方で、自己肯定感が低いと、失敗しそうなことはとにかく避けるようになりま

す。自己肯定感について、日本の若者は自分に満足しておらず長所も過小評価する傾向。 

教育委員会としては、早期対応と長期的視点で親子に対して、学校・学校教育支援センター

及び子ども未来課等連携して対応していく事だと思います。 

ほめるということが重要であり認めてあげることで存在感という事にもつながっていくと思

います。  
 
齋藤絵梨香委員 
 七ヶ浜町教育員会の認識として不登校を問題行動と見ない事には私も賛成です。ただ早期対

応については、出来ていると思うが長期的視点というとどこからどこまでの範囲なのか明確で

はなくて、七ヶ浜町教育委員会では小中学校までのサポートは充実していると思うが、その後



のサポートが出来ていないのかと思ってしまっていて、長期的視点とは、どこまで考えている

のかお聞きしたいと思います。 
 
教育長 
 長期的視点とは、３０歳までただ実際に手を出せるのは、１５歳までです。高校進学するに

あたり現在通信制の高校は充実しているため多くの子は通信制に進学しております。七ヶ浜町

の特徴は、学校支援センター職員が不登校の子供たちが進学するにために、通信制高校の特色

を全て把握していて、保護者と一緒にその高校に行ったりしてもらっています。送り出す側で

の最大限の努力は出来ていると考えます。 
 
渡邉裕子委員 
不登校になった場合、実際に誰に相談してどのようなサポートをしてくれるかは、知らなか

った。学校の先生方に望むことは、どの子も大事なひとりであり、みんなそれぞれ良いところ

は持っていると思いますので、良いところを先生だけでは無くクラス全体で褒めてあげる場面

をたくさん積み上げていただけるような学校づくりをしていただきたいと思っております。 
 
鈴木博委員 
私の時代には、学校には気合で行くという環境だった。不登校の原因は、いじめ・無気力・

親のネグレクトなどあるのかと考えました。今は小中学校に通わないことを売りにしているユ

ーチューバーなどがいるが、それを見ている子供たちが情報として学校には通わない選択をす

る子供たちもいるのではないかと思いました。大人になってから世の中は理不尽な事ばかりで

時には厳しい対応も必要ではないか。学校側の対応としては、不登校対応の経験不足の若い先

生には、校長先生やベテランの先生方がサポートして、次世代の先生を育てていくのに目を向

けてほしいと思います。 
   

（２）町内小中学校教職員の「長時間の時間外勤務報告書」について 
（教育総務課長から次第資料２４ページから２８ページより報告） 

 
教育長 
ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

 
全委員 
 質疑なし 
 
（３）教育委員会所管工事の進捗状況について          

（教育総務課長・生涯学習課長から次第資料２９ページから３０ページより報告） 
 
教育長 
ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

 
全委員 
 質疑なし 

 
 



（４）次回の教育委員会議等の日程について 
（教育総務課長から次第資料より報告） 

 
教育長 
ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

 
全委員 
 質疑なし 

 
（５）その他について 
   ①町内小中学校の卒業式及び入学式について 
     来賓者なしで開催することを説明 
   ②令和５年度教育委員会会議日程について 
     次第資料３１ページより日程説明 
   ③卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について 
     次第資料３２ページから３７ページより基本的な考え方を説明 
   ④学校給食における「黙食の取りやめ」について 
     次第資料３８ページより小中学校卒業式終了後試行し、新年度より本格導入を 

説明 
   ⑤その他 
    ・小学校地区民大運動会を令和５年５月２７日（土）開催予定、雨天中止の場合は 

令和５年６月３日（土）に順延を説明 
・みんなの家を会場に令和５年３月４日から１９日まで、震災の記憶を伝える展覧 
 会の開催を紹介 

 
教育長 
これで第２回定例会を終了いたします。 
 
午後４時５分 閉会 
 
この会議録の作成者は次のとおりである。 
    教育総務課 総務係 上席係長 佐藤 嘉則 

 
上記の記録の正当なことを認めここに署名する。 
 

令和５年３月１７日 
 

会議録署名委員 
 


